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１．はじめに

２０１０年１０月，菅直人首相が環太平洋経済連携協定（TPP）への参加について検討を行うこと

を表明したことにより，農業の競争力回復は国家的課題として急浮上してきた。このような環境

において，農業を中心とする地域経済が魅力あるものとして復活するために，簿記の知見が果た

し得る役割について考察するのが当研究ノートの研究目的である。TPP参加は，農産物のみな

らず，全ての関税を原則的にゼロにすることになるため，「平成の開国」とも捉えられている。

ここでは，TPPの参加あるいは不参加の是非を問うのではなく，現在注目の的となっている農

業について一見何の関係も無さそうに見える簿記という視点から，その競争力強化が図れないか

を考察するものである。

農業を中心とする第一次産業に対して，簿記の知見を応用しようとすれば，まずもって第一次

産業が本来の意味で「産業化」されている必要がある。そもそも簿記は，商業化・産業化・情報

化に応えてきたという歴史を有しているからである。しかしながら，残念ながら，農業を中心と

した日本の第一次産業は，産業化ではなく，票田としての「政治化」の道を辿ってしまったので

はないだろうか。第一次産業が本来の意味で産業として成り立つためには，効率的な経営管理手

法やコスト管理手法の導入，また効果的な経営組織の設置，さらに輸出体制の強化等，第二次・

三次産業で通常行われてきた産業化の各種措置が採られる必要があるだろう。

当研究ノートでは，農業の産業化のための各種措置のうち，特にその資金調達に注目して論を

進める予定である。なお，前稿（戸田［２０１１］）では，「農家」に重点を置いていたのに対し，当稿

では，農業生産法人を中心とした「農業法人」注１）に重点を置いている。農家の生産する農産物の

競争力強化のために，記録に基づくトレーサビリティや，記録間の連係という簿記的発想が役に

立つのではというのが前稿の主旨であった。農業を産業として見ていくためには，記録が必要で
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あり，記録を集計・比較・分析してこそ，農業経営が可能となる。このような主旨を標語調にま

とめると，「記録なくして経営なし（No Record, No Management）」となろう。対して当稿では，

農業法人の効率的資金獲得のため，簿記的発想がどのように役に立ち得るのかを探っていく。

２．農業における資金調達問題

農業を成長産業とするためには，農業分野の成長のための資金が必要となる。しかしながら，

「農業経営向けの融資残高は２００５年度末から０９年度までの５年間で９％減。残高の約５割を占

める農協経由では１６％も減った」（日本経済新聞２０１０．１０．３１．３面）。資金調達とは異なるが，民

主党政権は，２０１０年度に米作に対して，２０１１年度には畑作に対しても，戸別所得補償制度とい

う補助金政策を行うことを明言している。ただし，農家の規模に関係なく，一律交付を原則とす

るため，農業の規模拡大に資するものではなく，「ばらまき」政策ではないかという批判も一方

にある。そもそもこの戸別所得補償制度なるものは，自民党の票田であった兼業農家の票を奪う

目的があったとされるものである。旧自民党政権時代も，また現民主党政権においても，農家の

数（票）において圧倒的に勝る兼業農家を保護する政策をとっているのであり，それは票の獲得

を目指さなければならない政党の政策としては至極もっともなことであろう。しかしながら，小

規模兼業農家の保護政策は，票田としての農業の「政治化」に連なることはあっても，大規模

化・効率化を通じた農業の「産業化」に寄与するものとはならなかったと言わざるを得ない。

補助金の問題は特に個別農家に対してのものだが，これとは別に，農業全体における資金調達

において，現在非常に大きな問題となっているのが農協金融問題である。農業において圧倒的な

シェアを誇った農協による融資は，現在低調になっている。かつて農林中央金庫の副理事長で

あった増田陸奥夫氏は，「これまでの農協融資は農業の成長にあまりつながらなかった。先進的

な農業法人のスピードにもついていけてない」（日本経済新聞２０１０．１０．３１．３面）と指摘している。

ただし，それでも圧倒的な資金量で屹立しているのが農協金融である。２００５年の値で，信用

事業の貯金残高は７８兆６０００億円，長期共済保有契約高は３６０兆円であった（八田・高田

［２０１０］７４頁）。農協金融の根本的な問題は，農協が，金融事業と経済事業を兼業している点に

ある。したがって，「農協は，農村における金融事業における独占的地位を持つ一方で，金融事

業と経済事業等を兼業しているのだから，借入を要請している農業者に対して，『貸してやるか

ら，農協の経済事業で扱っている肥料や農機具を買え』という圧力をかけることができる」（八

田・高田［２０１０］２８頁）。そもそも，金融業と経済事業の兼業は，このような問題を避けるため

にも，独占禁止法により禁止されている。にもかかわらず，農協は独占禁止法の適用除外団体と

なっているのである。

農協の兼業体制は，兼業農家の保護とも結びついてきた。この事情については，次のような説

明がある。「片手間にしか農業をしないため時間的余裕のない兼業農家は，経済事業等と金融事

業の両方に関して，農協に圧倒的に依存している。必要な資金は農協が貸してくれるし，資材の
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購入や農産物の販売もすべて信用事業の口座で決済できる。したがって，サラリーマンでもある

農家は，農協に頼り，農協任せにしておけば，彼らの農家としての地位は守られ，営農を継続で

きる。このため，農協は，農業地域の預金の大半を持ち，地元の農民の資産状況，家族構成，家

族の職業等について詳しい情報を持っており，農民への貸付に関して圧倒的な優位を持ってい

る。農協が経済事業等と金融事業を兼業できることが，この状況をつくり出すのに大きな貢献を

しているといえよう」（八田・高田［２０１０］１６頁）。

農業金融が，農協に偏ったものとなっている理由として，農家への貸し出しについては，上記

の農協の兼業体制が最も大きな問題点である。これに対して，農業ビジネスを行う中小企業への

貸し出しについては，融資に対する債務保証制度の問題が大きいと言われている。つまり，「中

小企業に融資する際に，銀行等が債務保証のために利用している中小企業信用保険制度は，貸付

対象事業が農業である場合には，利用できない制度になっている」（八田・高田［２０１０］１６頁）

のである。中小企業信用保険制度が農業に対して適用されないため，結果的に地方銀行等の農業

金融への参入が困難となっているのが実情である。ところで本来，「農業に対する貸付の債務保

証のためには，農業信用保証保険制度というものがある。しかし農業信用保証保険制度は，デー

タベースの仕分けが粗く，債務者の信用度を詳細にチェックする仕組みでないため，使い勝手の

悪い制度である。農協の多くもこの信用保証保険制度を使っていない。それにもかかわらず，農

協が農家に貸付をできている理由は，前にも述べたとおり，農協は農業地域の預金の大半を持

ち，また経済事業を兼業していることから，地元の農民の資産状況，家族構成，家族の職業等に

ついて詳しい情報を持っているためである」（八田・高田［２０１０］５４頁注２０）。

さらに，農業金融が農協によって独占される状況を許している原因として，農地不動産市場問

題があると言われている。「農地不動産市場が未発達であるため，農地を抵当とすることが難し

いので，農地購入への融資ができない」（八田・高田［２０１０］２７頁）のである。そして，「日本

で農地市場が発達していない最大の理由は，農地法により企業の農地売買市場への参加が阻害さ

れているため」（八田・高田［２０１０］２６～２７頁），市場に厚みがないからと言われている。そも

そも，「一般的な農業者間の農地売買は，農協は介在せず相対で行われ，農業委員会注２）に対し

て，権利移動に関する届出義務はあるものの，売買価格に関する届出義務はない。そのため，農

地の実勢価格は公表されない」（八田・高田［２０１０］９２頁）。つまり，実勢価格に基づく全国的

な農地市場情報が存在しないのである。さらに，農地の売買自体に農業委員会の許可が必要であ

り，その根本に農地法が耕作者主義の原則を崩していないことも，農地に関する公正な価格形成

が困難だとされる原因となっている。政府も，この問題に対して，「農地バンク」構想を掲げて

対処しようとしている（日本経済新聞２０１１．２．８．１面）が，農業委員会の問題が未解決なままで

は，絵に画いた餅となる可能性が否めない。

これまで見てきたように，農業における資金調達問題の中心には，少なからず農協問題が存し

てきたことが明らかである。農業の産業化を目指す場合，農協問題は産業化を阻むものの１つで
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あったと見なすことは可能であろう。次節以降では，農協問題解決のために簿記的発想が役立つ

のではないかという点と，さらに，農協問題とは別に，効率的な農業資金調達のために役立つと

考えられる簿記的発想の知見を示していくことにしたい。

３．簿記的発想がなし得る問題克服法（１）―セグメント別会計，外部監査導入等―

前述のような農業資金調達における農協問題に対して，その克服法を簿記的発想，あるいは簿

記会計的発想から探れないだろうか。農協金融問題の根幹には，金融事業と経済事業の兼業問題

があった。この問題克服のためには，法的アプローチとしては，独占禁止法の適用除外の見直し

といったような方法が考えられよう。一方，簿記会計的アプローチによる解決法としては，農協

のセグメント別情報を開示させる方法が考えられる。農協のセグメント別会計については，「預

金者保護の観点から，信用事業を行う農協については，各事業別のセグメント情報の開示を義務

化するべき」（八田・高田［２０１０］８７頁）であり，さらに，「信用事業が他の事業の破綻によっ

てダメージを受けないように，政府は，農協の会計をセグメント別に管理する必要がある」

（同）という主張が存する。より具体的には，「農協の破綻防止および預金者保護の観点から，信

用事業を行う農協については，その規模や特性，リスク・プロファイル等に応じて，一定の出資

金を信用事業にのみ割り当てて，他の事業から生ずる損失の原資に信用事業資産を供する範囲を

限定するなど，他の事業の損失が信用事業に波及することを防止する措置を，農林水産省と金融

庁が連携し，導入すべき」（八田・高田［２０１０］８７～８８頁）だという主張である。なお，上述の

ようなセグメント別情報の開示のためには，各事業別の資産の状況が詳細に記載された貸借対照

表が重要となる点については論を俟たないだろう。

また，農協の信用事業部門は，今やメガバンクを凌ぐほどの資金量を抱えているにもかかわら

ず，一般の銀行のような自己資本比率規制がかかっていない。農協の信用事業部門は，外国株式

や外国債券を保有する国際的な金融活動を行う銀行として，他の銀行同様の自己資本比率規制が

かけられるべきであろう。しかしながら，「農協に関しては，組合が有するすべての（つまり信

用事業を含めすべての事業に関する）自己資本比率を分母として自己資本比率を算出することと

されている。組合員からの出資が事業別に区分されていないこと，また，信用事業における損失

の最終的な支払原資として農協の自己資本全体が供せられるためである」（八田・高田［２０１０］

８７頁）。これでは，預金者の保護を図りようもない。既述のように，まずセグメント別の会計情

報を開示し，しかる後に信用事業セグメントに自己資本比率規制をかけてこそ，農協の信用事業

部門の総称としての JAバンク注３）の預金者を保護することになろう。

さらに，農協は，巨大な経済・金融事業体でありながら，公認会計士監査の対象となっていな

い点も問題である。農協に対しては，全国農業協同組合中央会が指導と監査を一体的に行ってい

るようであるが，「外部監査は業態を問わず必須であり，現在の中央会による一体的な指導と監

査は不適切である」（八田・高田［２０１０］７８頁）という指摘がなされている。農協への公認会計
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士監査導入は，その利害関係者の多さからも，ぜひとも検討されるべき問題と思われる。

既述のように，農協に対して，セグメント別会計，自己資本比率規制，公認会計士監査等を導

入することにより，農協の金融部門が他の銀行と同様の規制およびコストを負担することにな

る。つまり，農協も他の金融機関と同列の競争を行わねばならなくなり，このことがひいては農

業資金の効率的提供に結びつくことが期待されるのである。

４．簿記的発想がなし得る問題克服法（２）―財務諸表の活用―

前述のような農協問題とは別に，簿記的発想が役に立ち得る局面もあると思われる。それは，

簿記，特に複式簿記が生み出す財務諸表の活用である注４）。財務諸表の活用は，特に農業生産法

人に関して，今後必須となる可能性がある。現在すでに，農業生産法人の中には，組織を株式会

社化し，株式公開や社債発行を積極的に行うところが出てきており，これに対して巨大商社が

続々出資し始めている。農業法人の株式会社化は，「生産と販売の規模を大きくし，安定させる

ため，生産者はグループ化へと向かう」（日本経済新聞２０１１．２．１３．５面）ためでもあるが，「価値

あるものを作り出すには１人の決断が必要。（１人１票制の農協のような―戸田）合議制では難

しい」（同）という理由にもよっている。

さらに，株式会社化された農業法人が財務諸表を作成し，この財務諸表を農業ファンドが審査

することにより，投資家に魅力的な農業金融商品を組み，これにより農業に競争的資金を導入す

る道が開ける。農業法人向けファンド構想は，経済産業省の作業部会「農業産業化支援ワーキン

ググループ」が近くまとめる予定となっている。「具体的には，中小企業基盤整備機構のファン

ド事業の枠組みを活用し，農林系金融機関や地方自治体などから資金を集める。資本基盤が十分

でない農業法人を支援し，土地，機材など設備投資資金を供給する。出資対象には，農林漁業を

営む企業のほか，食品加工など関連産業も含める」（日本経済新聞２０１１．２．２１．１面）ということ

である。

農業ファンドは，これまでの農業には取り入れられていなかった直接金融の導入となるが，地

方銀行がうまくかむことにより，地方銀行自体にとってのビジネスチャンスともなり得るもので

ある。ここで，鹿児島銀行営業支援部アグリクラスター推進室が紹介する，実際の農業ファンド

（アグリクラスターファンド）を見てみたい。なお，アグリクラスターとは造語であり，「その企

図するところは，地域特性を活かした取組みとして，鹿児島県の基幹産業である川上（農業）・

川中（食品加工業，農業資材・建設業）を中心として，川下（流通業，飲食業，観光業，輸出

業，IT業）までを含めた商流に係る幅広い産業群（アグリクラスター）の活性化・拡大を支援

することにある」（鹿児島銀行営業支援部［２０１０］１４３頁）。鹿児島銀行は２００９年８月に，「アグ

リクラスターファンド」を設立し，２０１０年９月末現在，５社に６億１，５００万円を投資している。

鹿児島銀行の設立したアグリクラスターファンドを図表―１，当該ファンドの投資実行の概要を

図表―２として次に例示する。

地域振興のための簿記の役割（２） 25



鹿児島銀行 
地元有力企業６社 

南九州地区（鹿児島・宮崎・ 
熊本）の農業法人・中小企業 
〔アグリクラスター関連企業〕 

アグリクラスター 
投資事業有限責任組合 
《ファンド総額７億円》 

有限責任組合員 

ドーガン・イン 
ベストメンツ 

無限責任組合員 

分配 出資 

出資 報酬 
業務執行 

投資実行 

各種経営支援 

各種経営支援 

分配 

図表－１ アグリクラスターファンド

図表－２「アグリクラスターファンド（鹿児島銀行）」の投資実行の概要

＜第１号＞

１．投資先名

２．投資金額
３．投資種類
４．資金使途

有田農産有限会社（農業生産法人）
（鹿児島県曽於郡）
２００百万円
社債投資
設備投資資金（青果加工場新設等）

＜第２号＞

１．投資先名

２．投資金額
３．投資種類

有限会社松原養鶏場
（鹿児島県南九州市）
２５０百万円
社債投資

＜第３号＞

１．投資先名

２．投資金額
３．投資種類

株式会社アグリ太陽（農業生産法人）
（鹿児島県鹿児島市）
３０百万円
社債投資

＜第４号＞

１．投資先名

２．投資金額
３．投資種類

有限会社錦江ファーム（農業生産法人）
（鹿児島県鹿児島市）
１００百万円
社債投資

＜第５号＞

１．投資先名

２．投資金額
３．投資種類
４．資金使途

旭ファーム株式会社
（鹿児島県薩摩郡）
３５百万円
社債投資
設備投資資金（農場新設等）

出所：鹿児島銀行営業支援部［２０１０］１５６頁（図表４―１１）

出所：高橋［２０１０］１８０頁（図表１０１，原出所：鹿児島銀行）
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前記のようなアグリクラスターファンドは，「アグリクラスター構想推進のための施策の一つ

であり，資金調達の多様化をその目的としている。一般の貸出金とは異なり，財務制限条項等の

コベナンツを明確にし，情報の非対称性の軽減につながっている。投資先に対しては，定期的な

ハンズオン（企業育成を主目的とした経営への関与・支援）を継続しており，経営会議への参

加，経営計画の策定サポート，販路拡大サポート等を無限責任組合員である株式会社ドーガン・

インベストメンツと連携し行っている」（鹿児島銀行営業支援部［２０１０］１５７頁）。

アグリクラスターファンドのような農業ファンドは，農林系金融機関，地方自治体，地方銀行

などから資金を集めるわけだが，資金提供者に一般投資家やベンチャーキャピタルが加わってこ

そ，ファンド本来の機能が発揮できよう。ファンドについては，「平成八年に有限責任投資組合

法が成立，ベンチャーファンドがスタートし，平成十一年に東証マザースという新興市場が開設

され，本格的なエクイティ資金による企業育成の発展の仕組みができたはずであった。しかしな

がら平成十二年のインターネットバブルと時期が重なってしまい」（呉［２０１０］２６６頁），ITとし

か結びつかないギャンブル要素の強いものという負のイメージがついてしまった。しかしなが

ら，農業分野に競争的資金を送り込み，かつ農協を経由しない新たな資金調達手法として，現在

注目され始めている。また，農業ファンドかつベンチャーキャピタルファンドという形式をとる

ことにより，ここが地域振興を一括で請け負うような組織となるという可能性も開けてくること

が期待される。

農業ファンドが資金提供する対象は，農業分野にとどまらず，アグリ・ビジネスや医食農連携

による新ビジネス創造の可能性を秘めた分野まで含まれる。また，資金提供目的も，単に高いリ

ターンを求めるのではなく，大規模化・担い手育成・付加価値向上といった農業の構造改革を目

指したものとなる。ここで，鹿児島銀行が構想するアグリクラスター構想のグランドデザイン

を，図表―３として次頁に掲げる。

農業ファンドには，地方銀行だけでなく，メガバンクも既に参入している。例えば，農業分野

での実績を持っていた三菱東京 UFJ銀行が，「２００９年２月に立ち上げたのが『MUFGアグリベ

ンチャーファンド』。最新技術・生産方式をもった農業法人やベンチャー企業を対象に，１件あ

たり最大１０００万円，総額５億円を投じる農業ファンド」（橋本［２０１０］１５０頁）である。「同社

が農業ファンドを開設した背景には，農地法の改正による企業参入の増加や，未だ手つかずの部

分が多い農業ビジネスへの期待があります。しかし，農業関連の金融商品は，農家向けが中心で

す。農林中央金庫などが手掛ける制度融資がありますが，農業分野に着手する企業向けのサービ

スはありませんでした。…，現在は大企業も農業関連事業に次々参入しており，地方でも優れた

農業ビジネスが多く生まれています。ベンチャー事業への投入資金の調達先を求めている企業側

にも魅力のあるファンド」（橋本［２０１０］１５０～１５１頁）となっている。今や，農家への融資だけ

でなく，農業法人への投資を行う例は増加しているのである。既に展開中の農業ファンドの事例

を，図表―４として次頁に掲げる。
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グローバル化の 
進展（EPA戦略） わが国農産物の 

需要増（東アジア） 

アグリクラスター 
ファンド設立 

当行 

農業の 
法人化・近代化 

営業支援部 
アグリクラスター 
推進室 
アジア貿易推進室 
上海駐在員事務所 
 

地域ブランド化 
知的所有権 

少子高齢化・ 
人口減少 

食の安全性・食育 
への認識の高まり 

ライフスタイルの変化 
（Uターン・Iターン） 

農業の 
生産誘発効果 

（最終需要10億円増加の場合） 

生産誘発額 

低い食料自給率 

農業の構造改革 

異業種からの農業参入 

消費の活性化 

「地域経済」の活性化 

「地域格差」の是正 

「地域の視点」に基づく地域所得の拡大 

税収の増加 地域の雇用創出 

大規模化 

農地確保 

農地税制見直し 

・農地借入対象の拡大 
　耕作放棄値→一般農地 
・定期借地権制度創設 
 

経営管理・生産 
管理の高度化 
ITの導入 

食品加工業や観光 
業との連携強化 

・トレーサビリティ 
　導入等 

・農地の有効利用を阻害 
　する現行税制の見直し 

担い手育成 

認定農業者支援 
農業法人化の推進 

収益性の高い「持 
続的農業経営体」 
の概念導入 

付加価値向上 

保有から利用へ 

畜 産 業：20.4億円 
耕種農業：13.7億円 

ここで重要なのは，これまで見てきたようなファンド経由の資金調達において，財務制限条項

の遵守等のためには，農業生産法人から提供される財務諸表は必須であるということである。さ

らに，「アグリ・エコファンド」のように農業関連の未上場企業が対象である場合や，「MUFG

アグリベンチャーファンド」のように IPOを志向する企業が対象である場合も，財務諸表は必

図表－３ 鹿児島銀行によるアグリクラスター構想のグランドデザイン

図表－４ 主な農業ファンド一覧

ファンド名 設立 出資金総額 主な出資者 特徴等

アグリビジネ
ス投資育成

２００２年
１０月

４０．７億円
JA全中，JA全農，JA共済連，
農林中央金庫，日本政策金融公庫

農業法人に対する投資の円滑化特
措法に基づく農業専門の投資会社
として設立

えひめガイヤ
ファンド

２００６年
１１月

５．０億円
中小企業整備機構，愛媛銀行，日
立キャピタル，ひめぎん総合リー
ス

民間が関与した初のファンド。四
国内の農林漁業関連企業へ投資

アグリクラス
ターファンド

２００８年
８月

７．０億円
ドーガンインベストメンツ，鹿児
島銀行，タイヨー 他

南九州（鹿児島・宮崎・熊本）の
農業法人・中小企業を対象

アグリ・エコ
ファンド

２００８年
８月

２１．０億円
JAバンクアグリ・エコサポート
基金，日本アジア投資

全国の農業・環境関連の未上場企
業を対象

MUFGアグリ
ベンチャ ー
ファンド

２００９年
２月

５．０億円
三 菱 東 京UFJ 銀 行，三 菱UFJ
キャピタル，三菱総合研究所

メガバンク初のファンド。IPOを
志向するような成長企業を対象

宮崎ネオアグ
リファンド

２００９年
７月

５．５億円
宮崎銀行，宮崎太陽銀行，高鍋信
金，都城信金，延岡信金，宮崎ベ
ンチャーキャピタル 他

地域金融機関が一体となって取り
組む初のファンド

出所：鹿児島銀行営業支援部［２０１０］１５３頁（図表４―１０）

出所：高橋［２０１０］６９頁（図表４３，原出所：カンパニー・レポート）
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須のものとなる。財務諸表の活用は，それまでの規制・認可形式に頼った資金調達から，競争・

報告形式による資金調達への移行を意味する。別な言葉で言えば，農業における資金調達システ

ムを，従来の赤字即補助金投入システムから，自助努力利益確保システムへと変換することを，

財務諸表という簿記的発想の活用により行うのである。

元々，「農業者は，個人・法人を問わず，貸借対照表や損益計算書といった財務諸表を作成せ

ず，確定申告書のみのケースも多い。そのため，金融機関が農業者の財務内容を把握するツール

は確定申告書に限定されることとなるが，確定申告書から農業者の経営・財務状況を正しく把握

するには限度があるといえる」（高橋［２０１０］７７頁）。むろん，財務諸表だけを融資などの判断

材料とすることは危険であるが，「農業者の経営・財務状況の正しい把握」のためには，まずは

財務諸表が必要となるのである。これは昨今の言葉で言う「見える化」に他ならない。農業者の

所有資産のみならず，負債や資本の状態まで「見える化」する財務諸表は，複式簿記により作成

されるものであり，その財務諸表の活用こそ，簿記的発想が農業資金の効率的調達に役立つと考

えられる点なのである。

財務諸表の活用は，銀行が農業者に融資をする際の判断材料としてだけではなく，既述のよう

に農業ファンドが農業法人を選別する際にも有効である。さらに，それだけでなく，一般投資家

やベンチャーキャピタルがどの農業ファンドに投資するのかを選択する際にも有効となろう。こ

の事情を，高橋は次のように指摘する。「今後も地域金融機関を中心とした地域限定の農業ファ

ンドが設立される可能性がある一方，例えば，複数の金融機関が集まり，各地域に農業ファンド

を設立した上で一体化すれば，全国各地に地域ファンドを設立することができる。こうした手法

により，産地分散，リスク分散，技術移転などが可能で，連携してより大きな出資効果をもたら

す可能性もあろう」（高橋［２０１０］７０頁）。このような地域ファンドの一体化は現実的にはまだ

先の話であるが，農林水産業の支援育成による地域振興を目指したファンドは，前述のように既

にその活動を開始している。その中の多くは，未上場ではあるが IPOを志向するような農業生

産法人を対象にしている。ファンドの利用にあたっては，「長期投資であり，かつ原則無担保の

ため，投資対象先からの提出書類も多い」（高橋［２０１０］１６５頁）わけだが，対象法人が複式簿

記により作成する財務諸表は必須となる。運転資金を融資する際はもちろん，新規事業や新規設

備投資のためのファンド利用にあたっても，やはり財務諸表は必要不可欠な書類の一つである。

このような意味で，「財務諸表なくして資金なし（No Statements, No Capital）」なのである。

５．おわりに

農業を中心とした第一次産業が，加工業のような第二次産業および製品販売のような第三次産

業と組むことにより，第六次産業として展開することで，地域振興の切り札としようという国家

構想がある。先に挙げた，アグリクラスター構想もその一環と言えよう。しかしそのためには，

農業を中心とした第一次産業が，第二次および第三次産業同様，「産業化」されていなければな
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らない。しかしながら，農林漁業の問題点として，弱者保護的特権付与および資源管理思考の欠

如という，産業化にとって障害となる施策が行われてきたことが，八田・高田［２０１０］のように

経済的視点よりも指摘されている。

農業，林業，漁業といった第一次産業の産業化のためには，従来の「生産」「伐採」「獲得」一

辺倒の力のかけ方から，「販売」や「コスト管理」といった経営的視点を内部で有することが不

可欠だと思われる。このような経営的視点の基礎には，「経験」に基づく「勘」ではなく，「記

録」に基づく「計画」が必要不可欠なのである。前稿では，この視点から，「記録」と「連係」

という簿記的発想の重要性を，特に農家レベルにおいて説いた。

本稿では，農業生産法人レベルの問題として，資金調達の問題に焦点を当てた。農協金融の問

題については，セグメント別会計の導入，公認会計士監査の導入，あるいは自己資本比率規制の

導入といった簿記会計的発想を組み込むことにより，一般銀行と同レベルの競争条件を引くこと

を提案した注５）。これにより，農業法人にとって従来より効率的な資金調達の道が開けると共

に，多様な資金調達の機会に恵まれることが期待される。さらに，農協金融問題とは別に，より

効率的な競争資金獲得の道の一つとして，農業ファンドを考察した。農業ファンドに，各農業生

産法人が複式簿記に基づく財務諸表を提示することにより，より効率的に競争的資金が分配され

ることが期待される。財務諸表は，これまでベールにつつまれていた農業の実態を，「見える

化」するものであるが，この「見える化」こそ，簿記的発想から生まれたものに他ならない。簿

記的発想の知見は，農業を中心とする地域振興に対して，様々な観点から役に立つものだと言え

るのではないだろうか。

注

１）農業法人とは，農業生産を行っている会社などを総称したものである。農業法人には，農地法で農地を

利用する権利が認められている農業生産法人とそれ以外の法人がある。農業生産法人とは，「農地法上の

言葉で，農地を農地として取得することが認められている法人を農業生産法人と呼んでいる」（安部

［２００８］６０頁）。農業生産法人には，２０００年から認められた株式会社，２００４年まで設立が認められていた

有限会社といった会社と，農協法に基づく農民３人以上で組織する農事組合法人，さらに会社法による有

限責任事業組合といった組織形態がある。これら組織形態が農業生産法人として認められるためには，農

業および農業関連事業の売上高が総売上高の５０％以上，株式会社・有限会社では，農業外からの出資が

原則２５％以内（農工商連携の認定を受ければ５０％未満），過半数の役員が農業および関連事業に常時従

事，などの条件がある。農業生産法人以外の農業法人に特定法人があるが，これは２００５年改正農業経営

基盤強化促進法により，遊休農地が相当ある地域において農地を借りることが認められた組織である（以

上，神山［２００９］１５８，１６０頁および橋本［２０１０］１９頁）。なお，株式会社組織の農業生産法人であって

も，農業外からの出資が原則２５％以内となっていることが，農業生産法人の資金調達拡大にとってネッ

クとなっている。これについては，「資本金を大きくしないほうが，税制が優遇され，国・地方の優遇制

度を利用するのに有利な場合が多いという事情」（呉［２０１０］２７２頁）もあるようである。

２）農業委員会とは，「農地の売買や賃借に関する許可権限を持ち，農地の他用途への転用について都道府県

知事に意見を出せる」（日本経済新聞２０１１．３．１０．７面）組織である。農業委員会の問題は，「記録」にも関

わっている。「行政委員会である農業委員会が農地の取引を記録する『農業基本台帳』自体が，不正確そ
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のものであり，神門（２０１０，２０頁）の表現を借りれば，『どこにどれだけの農地があって，誰が耕作者な

のかきちんと把握されていない』。神門は，これが『消えた年金』と同一の構図で発生していることを指

摘している」（八田・高田［２０１０］３２頁）。

３）JAバンクとは，JA（単位農協），信連（信用農業協同組合連合会）および農林中金（農林中央金庫）で

構成するグループの名称である。JA信用事業の特色は，相互金融，指導金融，組織金融（系統金融）の

３つである（以上，中島・中島［２０１０］３～４頁）。注目されるのは，指導金融である。「JAは，組合員が

共同して組合員の経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする協同組織である。このため資金を融

通する場合にも，組合員の事業経営と家計を両立させる指導を行っている」（同３頁）。つまり，農業資金

の融通に際しても，JAバンクは，家計の把握まで行っていることになる。また，組織金融については，

「農林中金は，預金や債券によって調達した資金をもって，資金の貸付，有価証券や市場性金融商品等へ

の投資を行っている」（同３～４頁）。ちなみに，２００８年のリーマンショックで，農林中金は巨額の含み損

を抱えてしまい，国会で問題となった。

４）現状でも，農業経営において財務諸表は作成されている。「農業経営の企業形態別財務諸表の作成・利用

状況」（木村［２００８］１４１頁）に関する調査結果表を，図表―５として以下に掲げる。この表から，財務諸

表を作成する目的は，「資金調達のため」ではなく「税務申告のため」であり，財務諸表の作成について

も，「経営者自身・社員」より「税理士・会計士」が多く，財務諸表の分析も，家族農業経営では「分析

しない」が「詳細に分析する」より多いのが実情であることが分かる。なお，表における「企業的家族農

業経営」とは，販売額が２千５百万円以上から５千万円未満で専従者２人以上５人以下の農業経営を，

「企業Ⅰ農業経営」とは，販売額が５千万円以上から３億円未満で専従者６人以上の農業経営を，「企業Ⅱ

農業経営」とは，販売額が３億円以上で専従者１０人以上の農業経営をいう（同３１，１４１～１４２頁）。

５）当論稿では，農業における資金調達問題の視点から，農協について否定的な見方をせざるを得なかっ

た。農協の捉え方については，八田・高田［２０１０］および山下［２００９］に大きく依拠している。ただし，

図表－５ 農業経営の企業形態別財務諸表の作成・利用状況

生業的家族
農業経営

企業的家族
農業経営

企業Ⅰ
農業経営

企業Ⅱ
農業経営

調査数
１）財務諸表の作成目的
①税務申告のため
②経営改善のため
③価格決定のため

２）責任者の配置
①企画に配置
②事務・会計に配置

３）財務諸表の作成者
①経営者自身
②社員
③税理士・会計士
④その他

４）作成した財務諸表
①キャッシュ・フローの作成
②資金繰り表の作成

５）財務諸表の分析
①分析しない
②詳細に分析する
③不明

１６経営

７５．０％
３７．５％
６．３％

－％
－％

４３．８％
３７．５％
４３．８％
－％

１８．８％
３１．３％

６２．５％
２５．０％
１２．５％

２１

７１．４
５７．１
９．５

－
１９．０

１９．１
１９．１
７１．４
４．８

４２．９
４２．９

４７．６
４２．９
９．５

５２

６３．５
５０．０
５．８

１３．５
５５．８

２５．０
２５．０
６１．５
１．９

５１．９
４６．２

３６．５
４８．１
１５．４

２６

６９．２
６５．４
７．７

３０．８
８８．５

１５．４
３０．８
７６．９
－

５３．８
６５．４

７．７
８８．５
３．８

出所：木村［２００８］１４１頁（表５―８，調査は２００６年に１１５法人を対象に実施されている）
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単純な農協廃止論や無用論に与しているのではない。私見では，農業就業希望者に対する就農支援事業

と，生産した国内農産物の国外輸出を担う，いわば国策穀物商社のような事業の可能性があるのではない

かと考える。新規参入者にとって，農協は頼りとなる存在であることは，例えば次の言からも窺える。

「最近の農協は流通網が発達しているので，自分独自の販売という難しいことは考えずに，ひたすらよい

作物をつくって農協に出荷するのがベストです。とくに新規参入する場合は，生産することに力を注ぐべ

きです」（堀口［２００９］１５６頁）。「地域差はあるかもしれませんが，最近の農協は以前とは違い，販路を

しっかりと開拓しており，農協に出荷した時点で利益確定になるので，とても効率がいいのです」（同

１５４頁）。また現在，農協自ら次のような改革目標を掲げている。全国農業協同組合中央会（全中）は，

「専業農家や農業生産法人などを中核の担い手と位置付け，５年後をメドに１集落につき１つの中核担い

手に２０～３０㌶程度の農地を集約する目標を掲げた」（日本経済新聞２０１１．３．５．５面）。
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